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は健康危機管理対策本部体制を確立するなどして、

必要な措置を講じる。 

ただし、いずれの体制においても、健康福祉課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、SARS(重症急性呼吸器症候群)、BSE(牛海綿状脳症)、口蹄疫問 住民の生命や

健康及び生活環境を脅かす危機が相次いで発生していることから、これら事象が発生した場

合の対応を明確に示し、迅速な対応を行う。 

対 策 の 体 系
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健康危機管理対策期の活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毒劇物、感染症、飲料水、医薬品その他何らかの原因により生ずる住民の生命や健康の安

全を脅かす事態（以下「健康危機」という。）が発生し、または発生するおそれがある場合

に、健康被害の発生防止、拡大防止、治療 が実施する対策を定め、住民の生命と健康の

確保に期することを目的とする。 

対 策 の 体 系

第１節　非常時の活動体制

第２節　関係機関相互の情報収集と住民への広報

第３節　活動体制の確立

災害対策期の活動

第４節　健康危機発生時の活動
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健康危機管理対策本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常時の活動体制は、想定される危機レベルに応じて各課の対応、警戒体制、健康危機

管理対策本部の設置に基づく健康危機管理体制を配備する。なお、健康危機管理体制によ

る活動組織及び所掌業務は、第４部第２章第１節第１項「災害対策本部体制」を準用す

る。

（非常時の活動体制）（危機レベル）

限定的な危機レベル 

新たな健康被害に対する不

安がある場合または原因が特

定でき

くないと判断される場合

・主に医療機関や健康福祉事務所 

等の対応 

・関係各課の危機管理

規模拡大 

原因は特定できるが被害状

況の拡大が予想される場合ま

たは原因が不明で が

懸念される場合

警 戒 体 制

被害の甚大化 

町内全域にわたり被害が急

速に拡大し、健康危機の状況

が深刻で全庁組織をあげて対

応すべき事態である場合

健 康 危 機 管 理 体 制
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町は、赤穂健康福祉事務所をはじめ、相生警察署、上郡消防署等と連携を図り、赤穂郡

医師会等への連絡、住民等への広報を実施する。

薬 剤 師 会赤 穂 郡 医 師 会 相生・赤穂市郡歯科医師会

上 郡 町

健康危機の発生を認知し、すべての関係機

関への連絡が必要と判断した機関

赤穂健康福祉事務所

連絡

兵 庫 県上 郡 消 防 署 連
絡
指
示

連絡
連携

自 衛 隊
相 生 警 察 署

連携

住 民 

自 治 会 

自 主 防 災 組 織

広報

連携
近 隣 市 町

連絡
連絡連絡
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 (2) 健康危機管理警戒本部の設置

 (3) 健康危機管理対策本部の設置

 (4) 組織の設置

 
 

  
 

町は、西播磨保健医療圏（相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用

町）における危機レベルの状況を踏まえて、赤穂健康福祉事務所と連携し、警戒体制ある

いは健康危機管理体制を設置し、活動方針の決定等を行う。

対 策 の 体 系

第１　関係機関等との連絡調整体制 

第２　健康危機管理警戒本部の設置 

第３　健康危機管理対策本部の設置 

第４　組織の設置 

第５　各部の事務分掌 

実 施 主 体



　第２章　災害対策期の活動　 

436 

第
５
部
　
健
康
危
機
等
応
急
対
応
計
画

Ⅲ
　
災
害
応
急
対
応
計
画

健康危機管理警戒本部  

 

健康危機管理警戒本部体制 

集団発生で周辺地域への影響が予測されるなど、大規模な健康危機が発生したとき、又はその

おそれがあるときは、健康危機管理警戒本部を設置し、対策の決定を行うものとする。 
 

<健康危機管理警戒本部の  

 

　健康危機管理警戒本部体制の確立 

健康危機管理警戒本部は、健康危機管理等に関する情報を迅速に把握し、次の基準に従

って健康危機管理警戒本部体制を確立する。 

また、町の総力を挙げて、健康危機管理等対策を実施する必要がある場合は、健康危機

管理対策本部体制を整える。 

健康危機等に対する応急活動体制が必要な場合で、健康危機管理対策本部を設置するま

での状況判断や必要な指令は健康危機管理警戒本部が行う。 
 

 

 

　健康危機管理警戒本部体制の配備人員 

健康危機管理警戒本部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 危機管理監（住民課長）
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調整及び連携に関する事項 

⑦　その他必要な事項 

 

２．健康危機管理体制への移行　～健康危機管理対策本部の設置～ 

健康危機管理警戒本部長若しくは組織体制検討メンバーは、被害状況により健康危機管理対策

本部の設置が必要であると判断した場合は、町長に状況を説明し、健康危機管理対策本部の設置

を要請する。 

町長は、健康危機管理に関する大規模な被害が生じ、若しくは発生するおそれがあるとき、又

は町の総力をあげて災害応急対策を実施することが必要であると認めるときは、健康危機管理対

策本部を設置し、健康危機管理対策本部  

 

．健康危機管理警戒本部の廃止 

健康危機管理警戒本部は、次の場合において、警戒体制を廃止し、その旨を各部及び関係機関

へ連絡する。 

(1) 町の地域に新たな災害がなく、警戒の必要が無くなったと判断したとき 

(2) 健康危機管理対策本部体制が配備されたとき 

 

第３　健康危機管理対策本部の設置 

 

１．健康危機管理対策本部体制 

(1) 設置基準 

集団発生で周辺地域への急激な被害拡大があるときやこれまでにない大規模な健康危機等、

多数の者の生命及び身体が被害を受けた場合又はそのおそれがあるときは、健康危機管理対

策本部の設置を町長  
 

 

 

 

行う。健康危機管理対策本部を設置すべき健康危機が発生した

ときは、組織体制検討メンバーは、この計画の趣旨に従い、町長に対して必要事項を報告し、

健康危機管理対策本部の設置を進言  

 

 

健康危機管理対策本部は、町長を健康危機管理対策本部長（以下「本部長」という。）として本

庁舎内に置く。なお、健康危機管理対策本部を設置したときは、所在を明確にするため「上郡町
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健康危機管理対策本部

 

 

 

 

場の正面玄関または適当な場所に「健康危機管理対策本部」の標旗

を掲示する。 

(2) 本部の表示 

腕章等：健康危機管理対策業務の従事者は、原則として腕章を着用し、身分証明書を携帯

する。 

標旗等：健康危機管理対策業務に使用する車両には、原則として「上郡町健康危機管理対

策本部」の標旗等を掲示する。 

看　板：健康危機管理対策業務に使用する拠点施設には、原則として「上郡町健康危機管

理対策本部」の看板を  

 

 

 

 

 

、健康危機管理対策本部体制を解除し平

常時体制への復帰を行う。 
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．健康危機管理警戒本部体制から健康危機管理対策本部体制への移行 

本部長は、町の地域において甚大な災害が発生するおそれがあるときは、健康危機管理警戒本

部体制を廃止し、健康危機管理対策本部体制へ移行する。 

 

２．健康危機管理対策本部体制 

健康危機管理対策本部体制の組織構成は、以下の「健康危機管理対策本部体制の組織」のとお

りとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本部の組織図

各部の構成 

 
 

 
本部会議

建設産業部総務部 厚生部
本 部 長

本 部 員

副本部長

◎建設班 

・産業班 

・機動協力班 

◎総務班　　・管財班 

・情報・広報班 

・調査班　　・出納班 

・機動協力班 

◎民生班　 

・医療班　 

・環境衛生班　 

・機動協力班　 

本部事務局

◎統括班　・企画班

教育部上下水道部

◎施設班 

・教育班 

・機動協力班 

◎上下水道班 

※副本部長は副町長・

教育長とする。 赤穂市消防本部上郡消防署
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健康危機管理対策本部の組織 

本部長は町長とする。た

 

 

 

健康危機管理対策本部会議員（以下「本部員」という。）の構成〉 

 

  

 

  

 

 　 本　部　員

 本 部 長 町長

 副 本 部 長 副町長、教育長

 

本  部  員

危機管理監（住民課長）、企画広報課長、建設課長、総務課長、議会事務

局長、財政管理課長、税務課長、健康福祉課長、国保介護支援課長、地

域振興課長、農林振興課長、上下水道課長、会計管理者（会計課長）、

生涯学習課長、教育推進課長、※赤穂市消防本部上郡消防署長
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健康危機情報を収集し、配備体制を決定し

て職員の動員を指示する。本部長が指示を行えないときの代行者は、本部設置時の職務の代理順

位による。職員の動員配置は、健康危機等の状況に応じて、健康危機管理対策本部が決定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

各

職

員

本

部

長

各

課

長

町 　 　 長

各  課  長
覚

知

者

本 部 事 務 局 

住 民 課 長 

企画広報課長

職 　 員

職 　 員

上郡消防署長副 町 長
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業や生活に必要な物資調達等に従事し、または一時的に避難しているとき。 

⑤　家族の安全が確保できていないとき。 
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副本部長、本部員、班員は、健康危機管理対策に係わる業務に従事するときは、原則と

して健康危機管理対策本部用の腕章をつけるものとする。 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

避難活動、通信情報活動、災害発生後の活動、応急対策活動につい
て、以下の各節（災害対策）に定めのない事項については風水害応急
対応計画に定める関係各節を参考に対応を決定する。 
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健康危機発生時、対策本部体制の各部は、主に次の活動を実施し、必要に応じて対策班

相互の協力を実施する。 

対 策 の 体 系

第１　対策活動

実 施 主 体

取 組 内 容
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